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リスク評価（一次）評価Ⅱにおける１，２－ジクロロプロパンの評価結果について 

（人健康影響） 

 

＜評価結果及び今後の対応について＞ 

 

○１，２－ジクロロプロパンについて、人健康影響に係る有害性評価として、既存の有害性

データから一般毒性、生殖・発生毒性及び発がん性の有害性評価値を導出し、暴露評価と

して、化審法の届出情報、PRTR情報等に基づく予測環境中濃度の計算、環境モニタリン

グによる実測濃度を収集し、暴露濃度及び摂取量の推計を行った。リスク評価としてこれ

らを比較した結果、暴露濃度及び摂取量が有害性評価値を超えた地点は確認されなかっ

た。また、平成22年度以降製造・輸入数量の変動は見られるものの、排出量は、ほぼ横

ばいであった。 

 

○このことから、現在推計される暴露濃度では、１，２－ジクロロプロパンによる環境の汚

染により広範な地域での人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められないと

考えられる。 

 

○上記の結果及び生態影響においても優先評価化学物質相当ではないと判定されているこ

とから、化審法第１１条第２号ニに基づき優先評価化学物質の指定の取消しを行い、一般

化学物質として製造・輸入数量等を把握することとする。 

 

○なお、この物質については、化学物質管理、大気汚染及び水質汚濁等に関する他法令に基

づく取り組みを引き続き推進していくとともに、PRTR排出量・環境モニタリングデータ

等を注視していく。 

 

 

（以上） 
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